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拝殿より正殿をのぞむ

第
四
四
三
回
　
月
例
研
究
会
　
令
和
元
年
1
2
月
3
日
　
（
火
）

滝
野
川
八
幡
神
社
の
一
年
と
そ
の
歴
史
的
経
緯

有

　

馬

　

純

　

雄

自
宅
近
隣
の
瀧
野
川
八
幡
神
社
で
1
2

月
定
例
会
が
出
来
な
い
か
、
と
馬
場
さ

ん
に
問
わ
れ
、
同
社
藤
井
知
樹
宮
司

に
願
い
出
た
と
こ
ろ
快
諾
頂
い
た
。
今

年
7
月
中
旬
よ
り
朝
の
一
時
間
程
、
境

内
の
清
掃
を
続
け
て
顔
馴
染
み
と
な
り
、

そ
れ
を
運
営
委
員
会
で
話
し
て
い
た
か

ら
だ
。
当
日
は
生
憎
の
冬
の
雨
に
開
催

見
さ
れ
て
お
り
、
社
地
は
考
古
学
的
に

も
貴
重
な
遺
跡
に
立
地
し
て
ま
す
。
神

仏
分
離
以
前
は
石
神
井
河
畔
に
あ
る
金

剛
寺
が
別
当
寺
で
し
た
。
明
治
初
年
に

は
大
塚
の
天
祖
神
社
神
職
が
詞
掌
を
兼

務
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
の
本
殿

は
明
治
十
七
年

さ
れ
て
お
り
、

（
一
八
八
四
）
　
に
改
築

拝
殿
は
大
正
十
一
年

が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
大
洋
会
長
、
馬

場
さ
ん
を
始
め
い
つ
も
の
会
員
の

方
々
が
参
加
さ
れ
た
。
同
社
の
由

緒
を
北
区
教
育
委
員
会
が
纏
め
た

境
内
入
口
鳥
居
脇
の
案
内
看
板
か

ら
見
て
み
よ
う
。

八
幡
神
社

北
区
滝
野
川
五
1
二
六
－
一
五

八
幡
神
社
は
旧
滝
野
川
村
の
鎮

守
で
、
地
元
で
は
滝
野
川
八
幡
と

称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。

神
社
の
祭
神
は
品
陀
和
気
命
（
は

ん
だ
わ
け
の
み
こ
と
　
応
神
天
皇
）

で
、
創
建
は
建
仁
二
年
（
二
一
〇
二
）

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
詳
細

は
不
明
で
す
。
社
殿
の
裏
手
か
ら

は
縄
文
時
代
後
期
の
住
居
址
が
発

（
一
九
二
二
）
　
に
修
築
さ
れ

て
い
ま
す
。
本
殿
に
向
か
っ

て
右
に
神
楽
殿
が
左
に
は
社

務
所
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

境
内
に
は
、
富
士
・
榛
名
・

稲
荷
の
三
つ
の
末
社
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
う
ち
、
特
に
榛

名
社
に
つ
い
て
は
、
村
民
が

農
耕
時
の
降
雨
を
願
い
上
州

の
榛
名
山
よ
り
勧
請
し
た
も

の
の
よ
う
で
す
。

神
社
の
社
務
所
は
終
戟
直

後
ま
で
、
旧
中
山
道
に
面
し

た
滝
野
川
三
軒
屋
の
種
子
問

屋
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
東

京
種
子
同
業
組
合
の
会
合
場

所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
組
合
で
は
こ
こ
で
野

菜
の
種
子
相
場
（
生
産
者
か
ら
の
引
取

価
格
）
　
の
協
定
を
し
た
り
、
東
京
府
農

事
試
験
場
に
試
作
を
依
頼
し
て
い
た
原

種
審
査
会
の
表
彰
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

明
治
9
年
の
神
仏
分
離
の
後
は
大
塚

の
天
祖
神
社
が
兼
務
を
し
て
い
た
が
、
そ

の
後
、
神
職
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
、

今
の
藤
井
宮
司
が
新
任
さ
れ
た
。
藤
井

宮
司
に
よ
り
拝
殿
に
招
か
れ
正
式
参
拝

さ
せ
て
頂
き
、
正
殿
、
幣
殿
、
拝
殿
の

構
造
等
を
お
聞
か
せ
頂
い
た
。
そ
の
後
、

八
幡
神
社
年
中
行
事
一
覧
を
下
に
毎
月

の
恒
例
行
事
と
令
和
元
年
の
み
の
行
事

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

一
月
一
日
に
歳
旦
祭
、
二
月
三
日
に

節
分
祭
、
五
月
十
五
日
に
中
祭
、
六

月
三
十
日
に
夏
越
大
祓
、
九
月
十
五

日
に
例
大
祭
、
十
一
月
を
通
し
て

七
五
三
、
十
一
月
十
五
日
に
新
嘗
祭
、

十
二
月
三
十
一
日
に
年
越
大
祓
、
各
月

一
日
と
十
五
日
に
月
例
祭
が
執
り
行
わ

れ
る
。
令
和
元
年
の
み
五
月
十
二
日

に
御
即
位
奉
祝
宮
神
輿
渡
御
、
十
月
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二
十
二
日
に
即
位
礼
当
日
祭
、
十
一
月

十
二
日
に
臨
時
大
祓
式
、
同
月
十
四
日

に
大
嘗
祭
当
日
祭
が
執
り
行
わ
れ
て
い

る。

境
内
に
は
幾
つ
か
の
石
碑
が
あ
り
、

社
務
所
よ
り
拝
殿
に
渡
る
廊
下
左
に
設

置
さ
れ
た
「
土
地
童
百
武
拾
坪
」
と
真

ん
中
の
大
き
く
彫
ら
れ
、
右
に
「
神
域

拡
張
用
」
、
左
に
「
寄
進
者
越
部
浅
五
郎
」

と
刻
ま
れ
た
も
の
を
私
が
説
明
さ
せ
て

頂
い
た
。
越
部
は
冒
頭
の
説
明
文
に
あ

る
東
京
種
子
同
業
組
合
の
組
合
長
と
し

て
種
苗
業
界
を
牽
引
し
た
マ
ル
浅
当
主
、

帝
国
種
苗
殖
産
㈱
の
初
代
社
長
で
あ
り
、

ま
た
大
正
6
年
か
ら
四
年
間
、
瀧
野
川

町
長
に
就

い
た
。
八

幡
神
社
を

隆
盛
に
導

き
、
そ
の

歴
史
的
経

緯
を
語
る

上
で
欠
か

せ
な
い
人

物
だ
。
同

社
の
本
殿
、

拝
殿
の
修

築
、
改
築

等

　

の

　

費

ま
た
、
階
段
右
の
「
皇
太
子
殿
下
誕

生
記
念
樹
」
と
刻
ま
れ
た
石
碑
の
裏
面

に
は
「
昭
和
九
年
一
月
十
五
日
　
板
橋

町
萱
丁
目
町
会
」
と
あ
る
。
皇
太
子
は

現
在
の
上
皇
陛
下
で
あ
り
、
板
橋
町
一

丁
目
は
明
治
2
2
年
の
町
村
制
施
行
に
伴

い
同
町
に
な
っ
た
も
の
の
そ
れ
以
前
は

瀧
野
川
村
の
一
角
で
、
八
幡
神
社
の
氏

子
地
域
で
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ

る。

も
そ
れ
が
垣
間

見
ら
れ
る
。

用
は
、
越
部
を
始
め
と
す
る
種
苗
業
者

が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
、

社
殿
の
装
飾
に

施
行
　
甘
周
年
記
念

昭
和
七
年
九
月

吉
日
　
瀧
野
川
町
役
場
」
。
大
正
二
年
に

「
町
」
　
と

本
会
報
前
号
に
「
区
内
村
落
の
鎮
守

社
と
寺
院
支
配
」
　
（
榎
本
龍
治
氏
）
　
が
掲

載
さ
れ
、
金
剛
寺
の
別
当
と
し
て
八
幡

神
社
境
内
地
図
も
あ
り
江
戸
時
代
末
期

の
状
態
も
推
測
で
き
る
。

八
幡
神
社
に

は
地
域
史
を
物

語
る
も
の
が
あ

る
。
一
つ
が
拝

殿
に
向
か
う
階

段
右
手
前
の
説

明
板
を
掲
げ
る

石
組
の
台
。
裏

手
の
石
板
に
は

「
瀧
野
川
町
制

な
り
七
年

九
月
に
瀧

野
川
区
と

な
る
時
に

建
て
ら
れ

た
も
の
だ

が
、
「
　
瀧

野
川
町
」

の
存
在
を

表
す
も
の

と
し
て
貴

重
な
存
在

で
あ
る
。


